
通所リハビリテーションご利用料金　

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

715 850 981 1,137 1,290

利用開始日から6ヶ月以内 560
利用開始日から6ヶ月超 240
利用開始日から6ヶ月以内 593
利用開始日から6ヶ月超 273
利用開始日から6ヶ月以内 793
利用開始日から6ヶ月超 473
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食費（円/日）

日用品費（円/日）

教養娯楽費（円/日）

日用品費（円/日）

おやつ代（午後利用時）（円/日）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１時間超２時間未満 369 398 429 458 491

２時間超３時間未満 383 439 498 555 612

３時間超４時間未満 486 565 648 743 842

４時間超５時間未満 553 642 730 844 957

５時間超６時間未満 622 738 852 987 1,120

2025年7月1日

介護医療院　エスペーロ
基本料金（所要時間：６時間超７時間未満）

種別

通所リハビリテーション費 6-7時間（単位/日）

その他加算料金（該当時に加算されます）

リハビリテーションマネージメント加算に係る医師による説明（単位/回）
リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説明し、同意を得た場合加算され
ます。

リハビリテーション提供体制加算（単位/日）
3時間以上の通所リハビリテーションを提供し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計数が厚生労働大臣
が定める基準に適合したときに加算されます。

入浴介助加算（Ⅰ）（単位/日） 入浴介助を受けられた場合に加算されます。

入浴介助加算（Ⅱ）（単位/日）
利用者の居宅を訪問し、浴室における動作及び環境を評価や必要時、環境整備に係る助言を行い、身体状況を
把握したうえで個別の入浴計画の元、入浴介助を受けられた場合に加算されます。

短期集中個別リハビリテーション加算（単位/日）
退院（所）日または認定日より３ヶ月以内の期間に集中的に個別リハビリテーションを行った場合に加算されま
す。

生活行為向上リハビリテーション実施加算　（月）
生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションを行った場合に加算され
ます。（開始日から6か月以内）

若年性認知症利用者受入加算（単位/日） 若年性認知症利用者に対して通所リハビリテーションを行った場合に加算されます。

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（単位/6ヶ月）
利用開始時及び利用中6か月毎に利用者の口腔の健康及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当介
護支援専門員へ提供した場合に加算されます。

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（単位/6ヶ月）
栄養改善加算や口腔機能向上加算を実施している場合に口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行
い、当該情報を担当介護支援へ提供した場合に加算されます。

口腔機能向上加算（Ⅰ）（単位/回）
看護師あるいは言語聴覚士等により口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施される場
合加算されます。

口腔機能向上加算（Ⅱ）（単位/回）
上記取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効なサービスの実施のために必要な情
報を活用した場合に加算されます。

重度療養管理加算（単位／日）
要介護3,4,5の方で厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所
リハビリテーションを行った場合に加算されます。

科学的介護推進体制加算（単位/月）
利用者の心身状況等の基本的な情報の厚生労働省への提出と必要な情報を活用している場合に加算されま
す。

送迎減算（単位/片道） 送迎を実施しない場合は片道につき減算されます。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（単位／回） 介護福祉士が７０％以上又は勤続10年以上の介護福祉士が２５％配置されている場合に加算されます。

退院時共同指導加算（単位/回）
病院等から退院(もしくは退所)する利用者に対して、入院(もしくは入所)していた病院等のスタッフと共同で指
導を行った場合に加算されます。

介護職員等処遇改善加算 介護職の職場の環境・制度整備のために国が実施している制度です。厚生労働省が示した要件を満たしている事業所が算定することがで
きます。所定単位数にサービス別加算8.6％を乗じた単位数が加算されます。

キャンセル料（円/日）
※当日8：30以降のキャンセルで発生
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・居宅・個別サービス計画書に位置づけられた上で送迎時に居宅内にて介護等を行った場合はサービス提供時間となります。
・我孫子市は地域区分が「６級地」であるため、単位数に10.33円を乗じた金額の１割（２割、3割）がお支払いいただく料金となります。また、小数点以下の
端数処理で差異が生じる場合があります。
・感染症や災害の影響により、利用者数が前年度の平均延べ利用者数等から5％以上の減少している場合に、届け出を行い3ヶ月間基本報酬の3％が加算
されます。特別の事情があると認められた場合は一回の延長を行います。加算分は区分支給限度基準額に含まれません。

※ケアプランによるもの・体調不良等で時間短縮された場合は介護保険サービス費が下記の基本料金となる場合があります。

種別

リハビリテーションマネジメント加算イ（単位/月）
他職種協働し継続的にリハビリテーションの質を管理し、1ヶ月に1度のリハビリ
テーション会議の開催、居宅訪問による指導及び助言を行った場合に加算されま
す。

リハビリテーションマネジメント加算ロ（単位/月）
加算イに加え、利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を
用いて提出し、フィードバック情報等を活用している場合に加算されます。

リハビリテーションマネジメント加算ハ（単位/月）
加算ロに加え、管理栄養士を1名以上、言語聴覚士、歯科衛生士または看護師を1名
以上、介護職員、その他職種が共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口
腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っている場合に加算されます。
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